
大学院新教育課程 受講パターンの例

新課程修了
（必要に応じて２年）

給与
支給

入職
在職年数３年

入学
新課程受講開始

特別免許状（授与）

専修免許状を見
据えた発展的・
実践的な学び
（１５単位程度）

専修免許状（上進）

新課程の単位と合わせて３０
単位（教育学研究科等）～４５
単位（教職大学院）を取得して

修得単位（２５単位）＋
実務経験（３年間）により、
最短入職後３年で

専修免許状を見
据えた発展的・
実践的な学び
（１０単位～）

（新課程：25単位程度）
※パッケージとして

合計２５単位～

１年目 ２年目 ３年目 ４年目～

大学院の科目
（１０単位～）

（必要に応じて）

修士号（取得）

指導法や教育の
基礎的理解等の
最低限必要な学び
（１０単位程度）

• 教師に最低限必要なも
のを身につけることを
考えれば、基本的な内
容を大学院レベルの講
義としてパッケージにし
たものを開講する必要
があるか。

• 現場での実践
を実習として扱
い、単位を修得
することも考え
られるか。

• 大学院で学ぶ意義と、大学院へのアクセスのしや
すさのバランスを踏まえると、最低在職期間を超
える勤務経験によって専修免許状取得に必要な
単位数を逓減できるようにすることをどう考えるか。
（免許法の改正が必要）

• 入学に際し社会人経験等の資質能力
をどう評価するか（入試の在り方など）。

• 学生の身分について、入試要項作成
等の大学の事務負担も考慮しつつどう
考えるか（正科生、科目等履修生等）。

• 新課程を通じて特別免許状を取得した場合に限
り、勤務経験と単位の修得によって基礎免許状
への上進を可能とすることについてどう考えるか。
（免許法の改正が必要）

• 基礎免許状を大学院の学びによって取得する方
法もあり得るのか。

入
学
者
選
抜

多様な
志望者

 授与権者・任命権者
と大学が一体的に選
考を行い、入学前に
培った専門性を評価

• 中・高等学校免許の場合の専修免許状への上進の要件
（免許法別表第三）

• 一種免許状及び二種免許状への上進に当たっては、最低在職年数を超える在職年数ごとに５単位分修得を減ずる逓減措置が設け

られている（最低１０単位分の習得は必須） （免許法別表第三）

一種免許状→専修免許状 最低在職年数：３年 最低修得単位数：１５
特別免許状→専修免許状 最低在職年数：３年 最低修得単位数：２５

 各授与権者の判断で、新課程での学修の
前に免許状を授与することも、新課程の修
了後に免許状の授与をすることも、課程の
途中で授与することも可能

 授与権者・任命権者と大学が相談し
て、何をどれだけ学ぶか決める
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